
神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成 22 年 5 月 26 日市長決定）抜粋  

 

（暴力団等に関係するかどうかの照会）  

第４条 市長は、必要があると認めるときは、平成 22 年 5 月 26 日付けで兵庫県警察本部長（以

下「本部長」という。）との間で取り交わした神戸市が行うすべての契約等からの暴力団等の排

除に関する合意書に基づいて又は当該合意書の趣旨に基づいて、次に掲げる者に関して次条各号

に定める事項に該当するかどうかにつき、本部長に対して照会を行うものとする。  

(1) 省略  

(2) 公有財産処分等契約に関連して次に掲げる者  

ア 次に掲げる書面を市長に提出した者  

(ｱ) 入札参加申込書  

(ｲ) (ｱ)に掲げるもののほか、公有財産処分等契約について本市の契約の相手方になること

を希望する旨の書面  

イ 本市と契約を締結する予定となっている者又は候補となっている者  

ウ 本市が契約を締結した場合にあっては、当該契約の相手方  

エ アからウまでに掲げるもののほか、本市が締結しようとしている契約についての事務の連

絡を行う者その他の関係者  

(3) 省略  

(4) 省略  

(5) 省略  

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらの者に準ずる者として市長が認める者  

２ 前項の照会を行う際に本部長に提供する個人情報の取扱いについては、神戸市個人情報保護条

例（平成 9 年 10 月条例第 40 号）の規定に従わなければならない。  

第５条 前条第 1 項に規定する次条各号に定める事項は、次に掲げる事項とする。  

(1) 前条第 1 項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等について暴力団員

が、役員として又は実質的に、経営に関与していること。  

(2) 前条第 1 項各号に掲げる者が個人又は個人事業者である場合にあっては、当該個人又は個人

事業者が暴力団員であること。  

(3) 前条第 1 項各号に掲げる者が、暴力団員を、相当の責任の地位にある者として使用し、又は

代理人として選任していること。  

(4) 次に掲げる者のいずれかが、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三

者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団の威力を利用していること。 

ア 前条第 1 項各号に掲げる者  

イ 前条第 1 項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等の役員  

ウ 前条第 1 項各号に掲げる者に使用される者であって、相当の責任の地位にある者  

(5) 前号アからウまでに掲げる者のいずれかが、暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）

に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。  

(6) 第 4 号アからウまでに掲げる者のいずれかが、暴力団等に関係する事業者であることを知り

ながら、当該事業者に下請負又は再委託を行い、その他当該事業者を利用していること。  

(7) 前各号に掲げるもののほか、第 4 号アからウまでに掲げる者のいずれかが、暴力団等と社会

的に非難されるべき関係を有していること。  


